
インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる救急医療機関等の支援
(インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急･周産期･小児医療機関体制確保事業)

インフルエンザ流行期において発熱した救急患者等の増加が見込まれる中、発熱や咳等の症状を有している新型コロナ
ウイルス感染症が疑われる救急患者等（以下｢新型コロナ疑い患者｣という）の診療を行う救急･周産期･小児医療機関の感
染拡大防止対策等に要する費用を補助することにより、インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制の確保を図る。

事業目的

インフルエンザ流行期に備え、都道府県の登録に基づき発熱した救急患者等の新型コロナ疑い患者を受け入れて診療を
行う救急･周産期･小児医療機関に対する支援を行う。

〔対象医療機関〕
新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された救急医療･周産期医療･小児医療のいずれかを担

う保険医療機関

※ 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、
小児地域支援病院等

※ 都道府県が作成する「新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する医療機関」のリストに記載され、都道府県内の患者受入れを調整する機
能を有する組織･部門及び消防機関にリストが共有されており、救急隊から新型コロナ疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも
当該患者を受け入れること。ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機
関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。

※ 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握･管理
支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

〔補助基準額〕以下の額を上限として実費を補助

・ 許可病床199床以下 1,000万円
・ 許可病床200床ごとに 200万円を追加
・ 新型コロナ患者入院受入割当医療機関※の場合は上限額に1,000万円を追加

※ 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関

〔対象経費〕令和2年9月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前か
ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

事業内容

（予算額：682億円）国による直接執行


